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第15回南部町議会定例会 

  

議事日程（第４号） 

平成20年３月10日（月）午前10時開議 

 

第 １ 報告第１号 専決処分した事項の報告について 

    専決第１号 工事請負契約の一部を変更する契約の締結 

          （福田地区処理施設機械電気設備工事） 

第 ２ 議案第２号 平成20年度南部町一般会計予算 

第 ３ 議案第３号 平成20年度南部町学校給食センター特別会計予算 

第 ４ 議案第４号 平成20年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計予算 

第 ５ 議案第５号 平成20年度南部町ボートピア交付金事業特別会計予算 

第 ６ 議案第６号 平成20年度南部町国民健康保険特別会計予算 

第 ７ 議案第７号 平成20年度南部町老人保健特別会計予算 

第 ８ 議案第８号 平成20年度南部町介護保険特別会計予算 

第 ９ 議案第９号 平成20年度南部町介護サービス事業特別会計予算 

第 10 議案第10号 平成20年度南部町後期高齢者医療特別会計予算 

第 11 議案第11号 平成20年度南部町国民健康保険名川病院事業会計予算 

第 12 議案第12号 平成20年度南部町公共下水道事業特別会計予算 

第 13 議案第13号 平成20年度南部町農業集落排水事業特別会計予算 

第 14 議案第14号 平成20年度南部町簡易水道事業特別会計予算 

第 15 議案第15号 平成20年度南部町営地方卸売市場特別会計予算 

第 16 議案第16号 平成20年度南部町工業団地造成事業特別会計予算 

第 17 議案第17号 平成20年度南部町介護老人保健施設特別会計予算 

第 18 議案第18号 平成20年度南部町大字上名久井財産区特別会計予算 

第 19 議案第19号 平成20年度南部町大字平財産区特別会計予算 

第 20 議案第20号 平成20年度南部町大字平字下平外14字財産区特別会計予算 

第 21 議案第21号 平成20年度南部町大字下名久井字田端外17字財産区特別会計予算 

第 22 議案第22号 平成20年度南部町大平財産区特別会計予算 

第 23 議案第23号 南部町職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について 
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第 24 議案第24号 南部町承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税の特別 

          措置に関する条例の制定について 

第 25 議案第25号 南部町後期高齢者医療に関する条例の制定について 

第 26 議案第26号 南部町街なみ公園条例の制定について 

第 27 議案第27号 南部町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

第 28 議案第28号 南部町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

第 29 議案第29号 南部町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

          て 

第 30 議案第30号 南部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第 31 議案第31号 南部町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

          いて 

第 32 議案第32号 南部町特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

第 33 議案第33号 南部町の消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例の一部を改正 

する条例の制定について 

第 34 議案第34号 南部町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例の制定について 

第 35 議案第35号 南部町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につい 

          て 

第 36 議案第36号 南部町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

第 37 議案第37号 南部町国民健康保険名川病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する 

条例の制定について 

第 38 議案第38号 南部町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

第 39 議案第39号 南部町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について 

第 40 議案第40号 南部町災害危険区域に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第 41 議案第41号 青森県新産業都市建設事業団に委託すべき事業に関する計画の一部変更に 

係る協議について 

第 42 議案第42号 八戸地域広域市町村圏事務組合規約の一部を変更する規約について 

第 43 議案第43号 八戸地域広域ふるさと市町村圏基金に対する出資金に係る権利の一部放棄 

について 

第 44 議案第44号 平成19年度南部町一般会計補正予算（第５号） 
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第 45 議案第45号 平成19年度南部町学校給食センター特別会計補正予算（第３号） 

第 46 議案第46号 平成19年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計補正予算（第３号） 

第 47 議案第47号 平成19年度南部町ボートピア交付金事業特別会計補正予算（第１号） 

第 48 議案第48号 平成19年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

第 49 議案第49号 平成19年度南部町老人保健特別会計補正予算（第１号） 

第 50 議案第50号 平成19年度南部町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

第 51 議案第51号 平成19年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

第 52 議案第52号 平成19年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

第 53 議案第53号 平成19年度南部町営地方卸売市場特別会計補正予算（第３号） 

第 54 議案第54号 平成19年度南部町介護老人保健施設特別会計補正予算（第３号） 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

出席議員（19名） 

  2番  夏 堀 文 孝 君       3番  沼 畑 俊 一 君 

  4番  根 市   勲 君       5番  松 本 陽 一 君 

 6番  河門前 正 彦 君       7番  川 井 健 雄 君 

 8番  中 村 善 一 君       9番  佐々木 勝 見 君 

10番  工 藤 幸 子 君      11番  馬 場 又 彦 君 

12番  立 花 寛 子 君      13番  川守田   稔 君 

14番  工 藤 久 夫 君      15番  坂 本 正 紀 君 

16番  小笠原 義 弘 君      17番  佐々木 元 作 君 

18番  東   寿 一 君      19番  西 塚 芳 弥 君 

20番  佐々木 由 治 君 

 

欠席議員（１名） 

    1番  工 藤 正 孝 君 

 

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
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町 長  工 藤 祐 直 君  副 町 長  赤 石 武 城 君 

副 町 長  馬 場   宏 君  総 務 課 長  坂 本 勝 二 君 

企 画 課 長  奥 瀬   敬 君  財 政 課 長  堀 内 冨士夫 君 

税 務 課 長  坂 本 好 孝 君  住民生活課長  小野寺 直 和 君 

福 祉 課 長  立 花 和 則 君  健康増進課長  佐々木 博 美 君 

環境衛生課長  神 山 不二彦 君  農 林 課 長  岩 舘 茂 好 君 

商工観光課長  有 谷   隆 君  建 設 課 長  西 野 耕太郎 君 

福地総合サービス課長  庭 田 卓 夫 君  名川総合サービス課長  田 村 淑 延 君 

南部総合サービス課長  山 口 裕 貢 君  会 計 管 理 者  坂 本 與志美 君 

名川病院事務長  堀 合 悦 夫 君  老健なんぶ事務長  佐々木 利 文 君 

市 場 長  堀 内 誠 悦 君  総務課総務推進監  小萩沢 孝 一 君 

教 育 長  角 濱 清 輝 君  学 務 課 長  佐々木 秀 雄 君 

社会教育課長  工 藤 光 行 君  農業委員会事務局長  坂 本   勝 君 

 

職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長  中 野 雅 司    主     幹  板 垣 悦 子 

総 括 主 査  岩 間 孝 幸 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（小笠原義弘君） ただいまの出席議員数は18人でございます。定足数に達しております

ので、これより第15回南部町議会定例会を再開いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎議案第１号の上程、説明 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第１、報告第１号、専決処分した事項の報告について、専決第１

号、工事請負契約の一部を変更する契約の締結、福田地区処理施設機械電気設備工事を議題とい

たします。 

 本件について説明を求めます。環境衛生課長。 

 

〇環境衛生課長（神山不二彦君） それでは、１ページからになります。報告第１号、専決処分

した事項の報告について、専決第１号、福田地区処理施設機械電気設備工事変更契約の締結につ

いてをご説明いたします。 

 変更理由でございますが、浄化槽の設計指針に変更があったために、汚水の混入と越流防止の

ために汚水処理層にバッフル装置という仕切り板を追加し、182万1,750円の増額としたもので、

2.8％の増額変更となります。地方自治法の規定により町長が専決処分できる簡易な事項の指定

について、議会で定めた100分の５の範囲内での変更契約として、平成20年２月22日に専決処分

したものでございます。地方自治法の規定によりこれを報告するものでございます。 

 ２ページをごらんください。２ページに専決処分書を添付してございます。 

 ３ページをお願いします。３ページですが、平成18年12月14日にご議決いただきました事項に

加えて、３番目に追加請負代金182万1,750円を表示しております。 

 以上簡単ですが、ご説明といたします。 
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〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。夏堀文孝君。 

 

〇２番（夏堀文孝君） 変更の理由をもう一度詳しくお聞かせ願いたいと思います。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 環境衛生課長。 

 

〇環境衛生課長（神山不二彦君） お答えいたします。 

 うちの方の福田処理施設の浄化槽なんですけども、ジャラスの14型という最新式の浄化槽でご

ざいます。これが最新式の物でございますので、いろいろ内容について、処理方式について設計

指針にたびたび変更がございます。バッフル装置という汚水を流入する所があるんですけれども、

一般の汚水と流入を分けるために、区画するために、四角い流入装置を新しく追加したものでご

ざいます。よろしいでしょうか。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 夏堀君。 

 

〇２番（夏堀文孝君） その変更に関して契約の段階でそれが分からなかったのですか。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 環境衛生課長。 

 

〇環境衛生課長（神山不二彦君） この工事が継続費を組んでございまして、２カ年にわたる工

事でございます。 

 それで、設計した段階ではもう既に設計書ができておりまして、その後の設計指針の変更とな

りましたので変更しました。 

 以上でございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 
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〇議長（小笠原義弘君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 報告第１号を終了します。 

                                 ※着席 川守田稔君 

                                           

 

◎議案第２号から議案第22号の上程、委員会付託 

 

〇議長（小笠原義弘君） お諮りいたします。この際、日程第２、議案第２号から日程第22、議

案第22号までの平成20年度南部町各会計予算議案21件を、会議規則第37条の規定により一括議題

としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２号から議案第22号まで一括

議題といたします。 

 お諮りいたします。だだいま議題といたしました議案21件については、委員会条例第６条の規

定により、議員全員でもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審議をすること

にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２号から議案第22号までの議

案21件については、予算特別委員会を設置し、これに付託して審議することに決しました。 

 なお、予算特別委員長及び副委員長の選任については、委員会条例第９条第２項の規定により

委員会で互選することになっております。 

 よって、委員長及び副委員長を互選するための予算特別委員会をこの席から口頭をもって招集

いたします。本日、本会議終了後この議場において開催いたしますので、ご了承願います。 

                                           

 

◎議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第23、議案第23号、南部町職員の自己啓発等休業に関する条例の
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制定についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） それでは、議案第23号についてご説明申し上げます。 

 地方公務員法が改正され、職員が身分を保有しながら自己啓発のための大学の履修、あるいは

国際貢献活動ができるよう自己啓発等休業制度が創設され、詳細につきまして条例で定めること

とされたことにより、南部町職員の自己啓発等休業の実施に関し必要な事項を定めるものであり

ます。 

 次のページをお開き願います。町の職員として２年以上在職した職員が公務に関する能力の向

上に資するため、大学、大学院での履修及び国際貢献活動をする場合、３年を限度に休業するこ

とができるとするものです。この自己啓発等休業は職員が申請を行い、任命権者の承認を受ける

ことが必要であるとしております。その他、承認の取り消し、報告等に関し定めるものでありま

す。 

 なお、地方公務員法においては、休業期間中は給与の支給をしないとしております。 

 附則、この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

 以上であります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、議案第23号は原案どおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第24、議案第24号、南部町承認企業立地計画に従って設置される

施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。税務課長。 

 

〇税務課長（坂本好孝君） それでは、議案第24号、南部町承認企業立地計画に従って設置され

る施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例の制定についてご説明いたします。 

 今回の条例制定は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する

法律、通称、企業立地促進法に基づき青森県が策定した県南・下北地域活性化計画が、平成19年

７月30日に国の同意を受けたことに伴い、当該計画の対象地域に南部町が含まれていることから、

同計画に沿って設置される施設に係る固定資産税の課税免除を行うために条例を制定するもので

あります。 

 ９ページをごらんください。第１条は、趣旨として地方税法の規定に基づき、企業立地の促進

等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に規定する承認企業立地計画に沿

って設置される施設に係る固定資産税の特別措置について、必要な事項を定めております。 

 次に、第２条でありますが、課税免除として企業立地期間、国の同意日、平成19年７月30日か

ら５年を経過するまでとしてございます。 

 それから、規定業種につきましては、製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸

売業等となってございます。 

 それから、対象施設には承認企業立地計画に従って特定事業施設で当該施設の用に供する家屋、

構築物及びその敷地である土地の取得価格の合計額が３億円を超えるものであること。製造業に

係るものは、５億円を超えるものとなってございます。土地にあっては、同意日以降に取得し取

得の翌日から１年以内に当該家屋または構築物の建築に着手があった場合に限りと規定を定めて

ございます。 

 それから、次のページをお願いいたします。第３条は、課税免除の期間として固定資産税を課

すべき最初の年度以降３カ年度とすることを規定してございます。 
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 それから第４条は、課税免除の申請及び決定についてを定めてございます。申請は、課税免除

を受けようとする者は、申請書を12月25日までに町長に提出しなければならない。また、決定に

ついては、申請の提出があったときには、課税免除をするかどうかについて申請者に通知をしな

ければならないことなどを定めてございます。 

 第５条でありますが、課税免除の取り消しについて明記してございます。虚偽の申請、不正な

行為があったとき及び条例、規則に違反したときは当該課税免除を取り消すことができることと

なってございます。 

 それから、11ページの第６条でございますが、規則への委任ということで、条例の施行に関し

て必要な事項は規則で定めることとなってございます。 

 附則として、この条例は交付の日から施行し、平成19年７月30日から適用するということにな

ってございます。 

 なお、この条例に基づいて固定資産税の課税免除をした場合は、免除額75％が地方交付税で措

置されることとなっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ありませんか。立花寛子君。 

 

〇12番（立花寛子君） とかくこの問題では、若い人方の仕事場確保のためには必要ではないか

ということもよく言われるわけでありますが、うまくいけばいいのでしょうけれども、さまざま

な条件で撤退された場合の後始末とか、また、そこで働いている方々の身分保障、生活保障など

が断ち切られるなど、大変厳しいことも考えられますが、一番ここの問題で私がお話ししたいの

は、住民の皆さんの受け入れ態勢がとても受け入れられないというようなことになりました場合、

その承認された企業側の計画を尊重されるのか。もしくは、住民の皆さんのこの場所ではその工

場を建てることを認められない、よしとしない、そういう運動が出た場合にどちらを優先される

のでしょうか。お聞きいたします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） ただいまのご質問にお答えします。 
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 企業の計画を優先するか、町の住民対策を優先するかということの質問と承りますが、あくま

でも工場誘致等を協議する場合は、雇用計画及び生産計画等を提出していただいて町が決定する

わけでございます。例えば、産廃とかそういった部分では、いま問題になっておりますけれども、

議論はいろいろすると思いますが、あくまでも住民の意思の方を優先するという形になろうかと

思います。この場合は、雇用計画等が大きなポイントを占めてくると思っております。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 立花寛子君。 

 

〇12番（立花寛子君） ただいまこの条件にあった企業が立地されるような具体的な会社などは

おありなのでしょうか。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） 具体的にいまのところは企業等ないわけでありまして、これはあ

くまでも国の法律に基づいて県、市町村がそれに対応するための法律制定ということであります。

具体的にどこどこの企業という形ではございません。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。立花寛子君。 

（12番 立花寛子君 登壇） 

 

〇12番（立花寛子君） 議案第24号、南部町承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固

定資産税の特別措置に関する条例の制定について討論を行います。 

 いま全国の地方自治体が繰り広げております大企業に対する企業誘致補助金の積み上げ競争、

呼び込み合戦を一層促進し、地方の格差をより一層拡大するものです。また、立地大企業に対す
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る工場立地法の規制緩和は、誘致企業のコスト負担だけを目指していて、工場周辺住民の生活環

境を損ないかねません。当町の特色を活かして農村地域にふさわしい農業振興こそ、望ましいや

り方ではないでしょうか。 

 以上の理由により、議案第24号には反対するものであります。反対討論を終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。ほかにございませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（起立多数） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご着席願います。起立多数であります。 

 よって、議案第24号は原案どおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第25、議案第25号、南部町後期高齢者医療に関する条例の制定に

ついてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） 12ページでございます。議案第25号、南部町後期高齢者医療

に関する条例の制定についてご説明いたします。 

 提案理由は、平成20年４月１日から青森県後期高齢者医療制度が開始されることに伴い、町が

行う事務等必要な事項を定めるために、条例を制定するものでございます。 

 次のページをお願いいたします。13ページ、総則、第１条、趣旨でございますが、町が行う後

期高齢者医療の事務については、法令及び青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関す

る条例に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによるというものでございます。 

 第２条は、町が行う後期高齢者医療の事務でございますが、（１）から、葬祭費の支給に係る
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申請書の提出の受付。２番目としまして、保険料の額に係る通知書の引渡し。３番目、保険料の

徴収猶予に関する申請書の提出受付。４としまして、保険料の減免に係る申請書の提出の受付。

５番目としまして、申請書の提出受付。６番目としまして、付随する事務を定めるものでござい

ます。 

 次に、２章、保険料、３条、保険料を徴収すべき被保険者でございますが、（１）にございま

す、南部町の住所を有する被保険者でございます。（２）としまして、高齢者の医療の確保に関

する法律第55条第１項の規定の適用を受ける被保険者であって病院等に入院等をした際、南部町

に住所を有していた被保険者等住所の定めがございます。 

 次に、とびまして第４条、普通徴収に係る保険料の納期でございますが、第１期を７月１日と

して２月までの８期によって徴収するものでございます。 

 次に、第５条、保険料の督促手数料でございますが、300円と定めるものでございます。 

 それから、延滞金。こちらも、国保条例と同じ基準になってございます。 

 次のページの第３章、罰則でございますが、こちらも国保条例と同じく罰則規定を設けてござ

ます。 

 次に、附則でございますが、第１条、この条例は、20年４月１日から施行する。第２条、延滞

金の割合の特例でございますが、各年の特例基準割合がございまして、延滞金の年率は7.3％と

定めてございますが、特例基準割合がその年に下回った場合はその下回った特例基準割合で行い

ますとういうものでございます。 

 最後のページでございます。16ページでございますが、第３条、平成20年度における被扶養者

であった被保険者に係る保険料の納期の特例でございますが、これは被扶養者であった者は半年

間の凍結がございます。でございますので、９月までは凍結されると。その後の納期を定めて10月 

１日から２月末までと。第５期でもって収めていただくというものでございます。 

 以上簡単でございますが、説明を終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ありませんか。立花寛子君。 

 

〇12番（立花寛子君） これは一般質問なども含めて何回も何回も討論されて聞き飽きた感もあ

るかもしれませんが、初めてここに条例の制定の条例が出ましたので質問するのであります。 

 まず、この先ほどの町が行う後期高齢者医療の事務、第２条から（１）、（２）と箇条書きに
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ありますが、「（３）広域連合条例第19条第２項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付」、

その下、「（４）広域連合条例第20条第２項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付」、これ

は具体的にどういう条件が付けられているものでしょうか。第１点目の質問です。 

 第２点目の質問は、次のページの14ページの第４条、普通徴収の方法によって徴収する保険料

の納期は次のとおりであると、第１期から第８期まで８回にわたって徴収されるわけであります

が、年金からの天引きということだったと思いますが、年金は２カ月に１回徴収されるとか聞い

ておりますが、これはどういう計算で引かれるものなのかこの点をお聞かせください。 

 それから、保険料の督促手数料300円についてでありますが、国保税の時にもお話ししたんで

すけども、市などに比べても最高、高い金額。市などでは50円、それもなかなかの金額だと思う

んですが、それより比べて300円はとても高いです。払いきれない人が遅くなっているのに、ま

た300円を徴収されるというのはいかがでしょうか。ぜひ、この数字は認められないです、改善

する考えはないのでしょうか。 

 前後しますが、あるところでは、これは国保税に関する減免条例とか要項というものを作って

いる町村も多いのですが、この後期高齢者医療制度に対しても町独自の減免条例や要項を作り、

いくらかでも加入者の負担を減らすべきだと思いますが、こういう町独自の減免制度を作る考え

はないのでしょうか。 

 以上お聞きいたします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） まず、町が行う事務の（３）、（４）でございますが、徴収

の猶予及び減免に係ることでございますが、これは災害等を、非常に大きな特別認めなければな

らないみたいな災害が起きた場合に適用されるものでございまして、そういうものでございます。 

 次に、第４条の関係でございますが、私の説明がちょっと不足しておりましたが、普通徴収に

係る保険料の納付でございますので、切符をきるものでございます。広域連合からの方は、年金

からの天引きでございますが、普通徴収の方は町村が切符をきって対応するということになって

ございますので、こういうふうに定めているものでございます。 

 次に、督促料300円でございますが、これは広域連合で各町村の賛成を得まして決まった300円

でございます。 

 次に、町独自の減免ができないのかということでございますが、これも保険者の広域連合で決
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めたものでございまして、町独自でかえるというものではないとそう思います。 

 以上でございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） ほかにありませんか。住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） ４条の普通徴収ではなく特別徴収でございますが、２カ月に

一遍年金から天引きするとういうことでございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 立花寛子君。 

 

〇12番（立花寛子君） 特に私は年金から天引きされて大変困っている、ましてそんなに年金を

お持ちにない方々からも天引きされる。これは税金徴収の中でも最も許しがたいやり方ではない

かなあと思うんですが、税金というものは自ら納めるものであって天引きという考えはどこから

出てきたのか、とても許しがたいやり方なんですが。その年金は２カ月に１回しか振り込まれな

いということで、この７月から31日まで、８月まで、こう８回、どうやって計算されて、年金が

自分の手元につくときは、はっきり天引きされたことがわかるようになっているのかどうか。事

務的にどういう手続きで天引きされた年金が振り込まれるのか。その具体的な例、現実の問題で

回答していただきたいんですけども。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） ２カ月に一遍の年金が振り込まれるときには、保険料は引か

れて通帳に入るということになります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。立花寛子君。 

（12番 立花寛子君 登壇） 

 

〇12番（立花寛子君） 議案第25号、南部町後期高齢者医療に関する条例の制定について討論を

行います。 
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 後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者だけを集めた新しい医療保険を作ろうというもので

す。現在の医療制度では、自営業者や年金生活者などは国民健康保険、企業などで働いている人

は組合健康保険や政府管掌健康保険、サラリーマンの扶養家族なども健康保険に入っています。

ここには、年齢による区別はありません。４月からは、75歳以上の高齢者はいままで入っていた

国保や健康保険を無理やり脱退させられ、有無を言わさず新しい制度に加入させられます。４月

以降に75歳になる人は、誕生日の月から加入します。年齢を重ね病気がちになる75歳以上の人だ

けを他の医療保険から切り離し、受けられる医療内容にも差をつけることを狙ったものです。年

齢で差別する医療制度は、皆保険制度をもっている国では世界でも例がありません。 

 制度の最大の問題は、後期高齢者の医療給付費がふえれば後期高齢者の保険料の引き上げにつ

ながるという仕組みになっていることです。そのことが受診抑制につながることにもなり、高齢

者の命と健康に重大な影響をもたらすことが懸念されるところであります。 

 また、すべての後期高齢者が、介護保険と同様の年金天引き方式で保険料を徴収されます。保

険料の滞納者は保険証を取り上げられ、短期保険証、資格証明書が発行されます。生きている限

り保険料で苦しめられるとんでもない制度です。しかも、「75歳以上だけをどうして区別するの

か、年寄りは死ねというのか」などの怒りが広がっています。 

 日本共産党、民主党、社民党、国民新党の野党４党は、２月28日、４月から実施される後期高

齢者医療制度を廃止する法案を衆議院に提出しております。４野党の法案は、後期高齢者医療制

度の導入そのものを撤回させる内容です。制度導入そのものに反対していることを表明し、反対

討論といたします。反対討論を終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 次に、原案に賛成の発言を許します。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（起立多数） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご着席願います。起立多数であります。 

 よって、議案第25号は原案どおり可決されました。 
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◎議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第26、議案第26号、南部町街なみ公園条例の制定についてを議題

といたします。 

 本案について説明を求めます。建設課長。 

 

〇建設課長（西野耕太郎君） 議案第26号、南部町街なみ公園条例の制定についてご説明いたし

ます。 

 提案理由であります。南部町街なみ公園として、みちのアルコープ公園及び出会いの木公園を 

設置するものである。 

 この条例の制定でありますが、旧名川町の五日市地区で実施しておりました街なみ環境整備事

業が、平成18年度で公園を設置し、事業が完了したことに伴いまして、新たに公園条例を制定す

るものでありますが、現在の公園条例は、農村公園、自然公園と大きく分けてあります。この中

で、この街なみ公園は町内会の中にあるということで、街路公園という位置づけで新たに条例を

制定するものであります。 

 次のページをお開き願います。第１条は、設置条例であります。 

 次に、第２条は名称及び位置ですけれども、名称はみちのアルコープ公園、位置は南部町大字

下名久井字台所屋敷３番地５。出会いの木公園、南部町大字下名久井字五日市11番地１。 

 第３条は、管理運営ですけども、公園は町長が管理する。 

 附則、この条例は平成20年４月１日から施行する。 

 以上簡単ですが、説明を終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 
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〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第27、議案第27号、南部町課設置条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） 議案第27号についてご説明いたします。 

 重点分野の強化を図るとともに、職員数の減少に応じた組織のスリム化により事務の効率化を

推進するため、行政組織を改めるものであります。 

 次のページをお開き願います。第１条は課の設置についてであり、「企画課」を「企画調整課」

に名称を変更し、「福祉課」と「健康増進課」は統合し「健康福祉課」に、「農林課」の次に、

農林課の課内室でありましたグリーン・ツーリズム推進室を課に昇格させ「農村交流推進課」と

するほか、福地、名川、南部総合サービス課は削るものであります。 

 第２条は事務分掌についてでありますが、それぞれの課が担当する事務を追加あるいは改める

ほか、総合サービス課に関する事務は削るものであります。 

 なお、各総合サービス課が行っていた窓口業務及び出納業務につきましては、住民生活課が担

当することとしており、住民へのサービスの低下はまねかないようにするものであります。 

 附則、平成20年４月１日から施行する。 

 以上であります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 
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 質疑を許します。工藤久夫君。 

 

〇14番（工藤久夫君） 20ページの真ん中辺りに、総務課のことで「（12）多目的バス運行事業

に関すること」とあって、何行か下に企画調整課の「（４）バス運行事業等地域交通政策に関す

ること」、だぶっているようなだぶらないような、この辺詳しく説明してほしいということと、

総務課のところの「（13）下名久井簡易郵便局に関すること」というのは、ちょっといままでの

経緯がわからないもんですから、もう少し詳しく説明いただきたいと思います。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） 総務課中段の辺りに、12号、「多目的バス運行事業に関すること」、

それから企画の方に、４号でありますが、「バス運行事業等地域交通政策に関すること」という

ことで、このことについて説明申し上げます。 

 まず、総務課の方はこれまで名川総合サービス課が担当しておりました名川里バスに関するこ

とであります。主にそのことであります。 

 それから、企画課の方は交通政策、いわゆる交通全般に関わる部分でありますので、総務課の

方は部分的なことということでお願いいたします。 

 それから、下名久井簡易郵便局につきましては、名川総合サービス課長の方が詳しく存じてい

ると思いますので説明をお願いいたします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 名川総合サービス課長。 

 

○名川総合サービス課長（田村淑延君） それでは、お答え申し上げます。 

 現在、下名久井簡易郵便局につきましては、名川総合サービス課長で１カ月に２回ほど行って、

会計検査をしております。上名久井郵便局から委託を受けまして名川総合サービス課長の方で、

先ほど言いましたように、月２回ほど行って管理しております。 

 以上でございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 工藤君。 
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〇14番（工藤久夫君） 業務を上名久井の郵便局から委託されているということですか。この施

設は誰が所有して、運営の責任は役場にあるのですか、郵便局の方にあるのですか。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 名川総合サービス課長。 

 

○名川総合サービス課長（田村淑延君） 管理運営につきましては、下名久井の財産区の17字財

産区で管理運営しておりまして、責任は町にございます。 

 以上でございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） ほかにはございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。立花寛子君。 

（12番 立花寛子君 登壇） 

 

〇12番（立花寛子君） 議案第27号、南部町課設置条例の一部を改正する条例の制定について討

論を行います。 

 保健福祉課の仕事内容に、「（９）後期高齢者医療制度に関すること」が入っております。後

期高齢者医療制度そのものの導入に反対しているため、この条例には反対するものであります。

反対討論を終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（起立多数） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 起立多数であります。 
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 よって、議案第27号は原案どおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第28、議案第28号、南部町職員定数条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） 議案第28号について説明をいたします。 

 先ほど議決をいただきました議案第23号、南部町自己啓発等休業に関する条例における休業職

員は、定数に含めないとすることなどの改正を行うものであります。 

 次のページをお開き願います。第２条の改正でありますが、職員の定数の中に、法、これは公

務員法でありますが、これに規定する自己啓発等休業している職員を含めないものとするもので

す。 

 第３条については、職員の減少が進んでいることから、町長の事務部局の定数「335人」を「310人」

に改めるものです。 

 附則、この条例は平成20年４月１日から施行する。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 




